
令 和 ８ 年 ２ 月 秋田市議 会定例会追 加提出案件 目次

番 号 件 名

81 秋田市介護保険条例の一部を改正する件

82 令和７年度秋田市一般会計補正予算（第13号）の件





議案第81号

秋田市介護保険条例の一部を改正する件

秋田市介護保険条例の一部を次のように改正する。

令和８年３月４日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市介護保険条例の一部を改正する条例

秋田市介護保険条例（平成12年秋田市条例第23号）の一部を次のように

改正する。

附則に次の見出しおよび２項を加える。

（令和７年度分市町村民税非課税者に係る令和８年度分の保険料の減

免）

24 市長は、第一号被保険者又はその属する世帯の世帯主および全ての世

帯員のうちに、令和７年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ

れていない者であって、令附則第25条の規定により令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されている者とみなされた者がある場合は、

当該者の属する世帯の第一号被保険者の同年度分の保険料を、当該みな

された者に同年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないも

のとして第４条第１項第１号から第５号までに定める保険料率（同項第

１号に定める保険料率にあっては同条第８項、同条第１項第２号に定め

る保険料率にあっては同条第９項、同条第１項第３号に定める保険料率

にあっては同条第10項の規定の適用後の保険料率）のいずれかに決定し

た保険料率により算定した額に減免する。

25 前項の規定による保険料の減免については、当該減免を受けようとす

る者の申請を要しない。
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附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

提案理由

令和７年度分の市町村民税の非課税者に係る令和８年度分の保険料の減

免について定めるため、改正しようとするものである。
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議案第82号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第13号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 67,5 75千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157,474,069千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

令和８年３月４日提出

秋田市長 沼 谷 純
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16 30,102,523 18,229 30,120,752

2 国庫補助金 7,927,742 18,229 7,945,971

20 3,617,328 18,233 3,635,561

2 基金繰入金 3,415,261 18,233 3,433,494

22 8,894,250 31,113 8,925,363

5 雑入 2,014,928 31,113 2,046,041

157,406,494 67,575 157,474,069

国庫支出金

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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7 10,301,625 19,721 10,321,346

1 商工費 10,301,625 19,721 10,321,346

8 18,246,100 47,854 18,293,954

4 港湾費 213,513 47,854 261,367

157,406,494 67,575 157,474,069

歳　　出

商工費

土木費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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  第２表　　繰越明許費補正

千円

7 1 商工費 秋田市観光振興協働交付金 19,721

8 4 港湾費 秋田港大型クルーズ船誘致等事業 47,854

商工費

(追　加)

款 項 事 業 名 金 額

土木費
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一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書
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１　総　　括

　歳　　入

16 国庫支出金 30,102,523 18,229 30,120,752

20 繰入金 3,617,328 18,233 3,635,561

22 諸収入 8,894,250 31,113 8,925,363

157,406,494 67,575 157,474,069歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　歳　　出

7 商工費 10,301,625 19,721 10,321,346

8 土木費 18,246,100 47,854 18,293,954

157,406,494 67,575 157,474,069歳　　出　　合　　計

 千円 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額
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国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

9,860 9,861

8,369 31,113 8,372

18,229 0 31,113 18,233

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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計 2,014,928 31,113 2,046,041

ーツ雑入

31,113

２２款　諸収入

　５項　雑入

4 2,014,925 31,113 2,046,038雑入 4 観光文化スポ

計 3,415,261 18,233 3,433,494

繰入金

18,233

２０款　繰入金

　２項　基金繰入金

1 1,400,000 18,233 1,418,233財政調整基金繰入金 1 財政調整基金

計 7,927,742 18,229 7,945,971

3 港湾費補助金 8,3696 2,228,273 8,369 2,236,642土木費国庫補助金

1 商工費補助金 9,860

２　　歳    入

5 42,732 9,860 52,592商工費国庫補助金

補　正　額 計

 千円

１６款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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　１６款　国庫支出金　２０款　繰入金　２２款　諸収入

79 秋田港クルーズ客船受入負担金 （観光振） 31,113

01 財政調整基金繰入金 （財　政） 18,233

8,36903 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （観光振）

9,86015 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （観光振）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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31,1130 8,372261,367213,513 47,854計 8,369

8,372

　４項　港湾費

　８款　土木費

47,8541 港湾振興費 213,513 261,367 8,369 31,113

47,854千円

47,854千円

00 9,86110,321,34610,301,625 19,721計 9,860

9,86119,7215 観光費 1,320,714 1,340,435 9,860

　７款　商工費

　１項　商工費 19,721千円

19,721千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円
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　　７款　商工費　　８款　土木費

47,854　　秋田港大型クルーズ船誘致等事業

47,854委託料12 【観光文化スポーツ部関係】 47,854

及び交付金 19,721　　秋田市観光振興協働交付金

【観光文化スポーツ部関係】 19,72119,721負担金、補助18

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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      67,575　千円

      49,342

      18,233○

（単位：千円）

款 金      額 項 金      額

20 繰 入 金 18,233 2 基 金 繰 入 金 18,233

計  18,233

こ  の  補  て  ん

歳　　入　　に　　関　　す　　る　　調

歳 出 総 額

上記のうち特定財源

差 引 一 般 財 源
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